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第１編 令和元年度決算の概要 

 

Ⅰ 概 況 

 本書に収録した令和元年度決算における市町村数、一部事務組合数、財産区数、公営事業会計数及び

これらに係る決算規模は次のとおりである。 

 

団体（会計）数及び決算規模の状況 

 

団 体 （ 会 計 ） 区 分 
団体（会計）数 

令和元年度歳入歳出決算 額 

（単位：千円） 

30年度 元年度 歳   入 歳   出 

 

１ 普通会計 

 (1)市町村 

 (2)一部事務組合 

 (3)財産区 

２ 公営事業会計 

 (1)収益事業会計 

 (2)国民健康保険事業会計 

   (ｱ)事業勘定 

   (ｲ)直診勘定 

 (3)介護保険事業会計 

   (ｱ)保険事業勘定 

   (ｲ)介護サービス事業勘定 

 (4)後期高齢者医療事業会計 

 (5)交通災害共済事業会計 

 

 

 

59 

23 

56 

 

1 

 

59 

13 

 

59 

11 

59 

1 

 

 

59 

23 

55 

 

1 

 

59 

13 

 

59 

8 

59 

1 

 

 

1,187,881,773 

59,270,356 

1,074,420 

 

16,007,697 

 

199,288,970 

1,947,348 

 

196,608,921 

40,800 

21,704,536 

227,740 

 

 

1,109,934,983 

56,667,183 

560,816 

 

15,702,602 

 

192,211,742 

1,834,985 

 

190,461,307 

38,377 

21,548,139 

227,740 

 

Ⅱ 市町村普通会計決算の概要 

 

１ 決算規模 

  県内市町村の普通会計決算額は、次のとおりである。 

    歳 入 1兆 1,878億 8,177万 3千円 （前年度 1兆 1,861億 3,210万円） 

    歳 出 1兆 1,099億 3,498万 3千円 （前年度 1兆 1,235億 6,395万 1千円） 

これを前年度と比べると、歳入が 17億 4,967万 3千円、0.1%増、歳出が 136億 2,896万 8千円、1.2%

減となり、歳入歳出決算額は、9年連続で 1兆円を超えている。 

決算額の増減率は、市部が歳入 0.9%増、歳出 0.8%減、町村部が歳入 1.3%減、歳出 0.8%減となって

いる。 

なお、決算規模及びその増減率の推移は、第１表及び第２表のとおりである。 
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２ 決算収支 

歳入歳出差引額（形式収支）は、市町村計で 779億 4,679万円の黒字となっている。 

これを市部及び町村部に分けてみると、市部は 481 億 7,602 万 7 千円の黒字（前年度 354 億 6,445

万 2千円の黒字）、町村部は 297億 7,076万 3千円の黒字（前年度 271億 369万 7千円の黒字）となっ

ており、昨年度に引き続き全団体が黒字となっている。 

 

（１）実質収支 

実質収支（歳入歳出差引額から明許繰越等のため翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額）は、

市町村計で 368億 4,119万 3千円の黒字（前年度 435億 9,112万 9千円の黒字）となっている。 

これを市部及び町村部に分けてみると、市部は 226億 9,562万 1千円の黒字（前年度 243億 1,207

万 8千円の黒字）、町村部は 141億 4,557万 2千円の黒字（前年度 192億 7,905万 1千円の黒字）で

あり、黒字額は市部町村部共に減少している。なお、実質収支は前年度同様全団体が黒字になって

いる。 

また、標準財政規模（地方公共団体の一般財源の標準規模）に対する実質収支額の割合（実質収

支比率）は、7.2%（59市町村の加重平均）となり、前年度から 1.3ポイント下降しております。 

 

（２）単年度収支及び実質単年度収支 

単年度収支（当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額）は、市町村計で 67 億

4,993万 5千円の赤字（前年度 2億 4,378万円の赤字）となった。 

これを市部及び町村部に分けてみると、市部は 16 億 1,645 万 7 千円の赤字（前年度 19 億 8,407

万 3千円の赤字）で、町村部は 51億 3,347万 8千円の赤字（前年度 17億 4,029万 3千円の黒字）

となっている。なお、単年度収支の赤字団体は、市部は 4団体、町村部は 26団体となっている。 

また、実質単年度収支（単年度収支に財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、

財政調整基金からの取り崩し額を差し引いた額）は、市町村計で 161億 7,729万 6千円の赤字（前

年度 21 億 7,785 万 8 千円の赤字）となっている。これを市部及び町村部に分けてみると、市部は

82 億 2,237 万 7千円の赤字（前年度 27 億 1,563万 1 千円の赤字）、町村部は 79 億 5,491 万 9千円

の赤字（前年度 5億 3,777万 3千円の黒字）となっている。実質単年度収支の赤字団体は、市部で

11団体、町村部で 31団体となっている。 

なお、実質収支等の決算収支の推移は第３表及び第１図のとおりである。 

 

３ 歳入 

歳入総額は、1兆 1,878億 8,177万 3千円で（前年度 1兆 1,861億 3,210万円）に比べて、17億 4,967

万 3千円、0.1%の増となり、前年度の増減率（4.0%減）より 4.1％上回った。 

 

  歳入の主なものは、 

地 方 税 

地方交付税 

国庫支出金 

地 方 債 

 2,729億7,151万1千円 

2,410億4,507万6千円 

1,585億7,543万5千円 

806億4,627万7千円 

（構成比23.0%、対前年度増減率    1.0%） 

（構成比20.3%、対前年度増減率   4.7%） 

（構成比13.3%、対前年度増減率  ▲5.0%） 

（構成比 6.8%、対前年度増減率   3.5%） 

となっており、これらの 4科目で歳入総額の 63.4%を占めている。 
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また、対前年度増減率の大きい科目は、増加科目では、地方特例交付金が 258.7%増、配当割交付金

が 34.1%増などとなっている。一方、減少科目では、利子割交付金が 51.1%減、自動車取得税交付金が

49.8%減などとなっている。 

なお、歳入決算額の構成比の推移は第２図のとおりである。 

 

（１）地方税  

地方税の決算額は 2,729億 7,151万 1千円で、前年度（2,702億 8,657万 8千円）と比べて 26億

8,493 万 3 千円、1.0%の増となっている。増減率は、前年度（2.9%増）より 1.9 ポイント下回って

おり、地方財政計画における地方税の増減率（1.9%増）との比較では 0.9ポイント下回っている。   

また、歳入総額に占める割合は、前年度の 22.8%から 23.0%へと増加している。 

地方税のうち主要税目である市町村民税及び固定資産税の対前年度増減率をみると、市町村民税

のうち個人分は、均等割が 0.6%増（前年度 0.1%減）、所得割は 0.1%増（前年度 0.1%減）となってい

る。法人分については、均等割が増減なし（前年度 0.8%増）、税割は 5.6%減（前年度 1.6%増）とな

っている。また、固定資産税は純固定資産税が 2.4%増（前年度 5.7%増）、交付金が 2.5%増（前年度

6.0%増）となり、普通税全体では 1.0%増（前年度 2.6%増）となり、増減率では前年度との比較で

1.6ポイント下回っている。 

次に、目的税では、入湯税が 2.2%減（前年度 0.5%減）、事業所税が 1.4%減（前年度 2.1%増）、都

市計画税は 3.0%増（前年度 12.3%増）となり、全体では 1.4%増（前年度 8.4%増）、増減率では前年

度を 7.0ポイント下回っている。 

税目毎の構成比では、固定資産税 45.5%（前年度 44.9%）、市町村民税 41.4%（前年度 42.2%）、市

町村たばこ税 5.5%（前年度 5.4%）の順になっている。 

なお、税目毎の構成比は第３図のとおりである。 

 

（２）地方交付税 

地方交付税の決算額は 2,410億 4,507万 6千円で、前年度（2,302億 214万 2千円）と比べて 108

億 4,293万 4千円、4.7%増（前年度 5.9%減）となっている。 

これを普通交付税、特別交付税及び震災復興特別交付税に分けてみると、普通交付税は 1,640億

7,603万 4千円で、前年度（1,632億 3,051万 1千円）と比べて 8億 4,552万 3千円、0.5%増、特別

交付税は 307億 8,162 万 4 千円で、前年度（190億 2,760万 2 千円）と比べて 117億 5,402 万 2千

円、61.8%増、震災復興特別交付税は、461億 8,741万 8千円で、前年度（479億 4,402万 9千円）

と比べて 17億 5,661万 1千円、3.7%減となっている。 

また、地方交付税を市部及び町村部に分けてみると、市部で 4.8%増、町村部で 4.6%増となってい

る。 

地方交付税は、前年度と比較し、普通交付税、特別交付税については増加したが、震災復興特別

交付税は減少している。 

なお、普通交付税の不交付団体は、広野町及び大熊町の２団体となっている。 
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（３）国庫支出金  

国庫支出金の決算額は 1,585億 7,543万 5千円となっており、前年度（1,668億 6,185万 7千円）

に比べて 82億 8,642万 2千円、5.0%減少している。 

国庫支出金の主な内訳をみると、児童手当等交付金が 191億 456万 5千円で、前年度（196億 4,894

万 4千円）に比べて 5億 4,437万 9千円、2.8%減、普通建設事業費支出金は 145億 9,969万 7千円

で、前年度（175億 3,859万 8千円）に比べて 29億 3,890万 1千円、16.8%減などとなっている。 

 

（４）県支出金 

県支出金の決算額は 1,321 億 5,608 万 5 千円で、前年度（1,457 億 4,142 万 5 千円）と比べると

135億 8,534万円、9.3%減少しており、その主な要因は普通建設事業費支出金等の減による。 

なお、県支出金の内訳は、国庫財源に伴い県の予算を通じて市町村に支出される間接補助金が

80.2%（前年度 80.4%）を占め、県の単独施策によるものは 19.8%（前年度 19.6%）となっている。 

 

（５）地方債 

地方債の決算額は 806億 4,627万 7千円で、前年度（779億 4,694万 8千円）に比べると 26億 9,932

万 9千円、3.5%増加した。 

主な内訳では、臨時財政対策債が 243 億 5,175 万 1 千円（地方債発行額の 30.2%）と最も多くな

っている。 

なお、地方債依存度（地方債の歳入総額に占める割合）は 6.8%となり、前年度（6.6%）より 0.2

ポイント上回る結果となった。 

 

（６）歳入の構造 

以上の結果、一般財源（地方税・地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割

交付金・都道府県民税所得割臨時交付金・地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得

税交付金、地方特例交付金及び地方交付税の合計）は、歳入総額の増減率 0.1%増（前年度 4.0%減）

に対して、2.7%増（前年度 0.9%減）となっている。 

また、歳入総額に占める一般財源の割合は 47.8%となり、前年度（46.6%）よりも 1.2ポイント上

回っている。これを市部及び町村部に分けてみると、市部では 49.2%と前年度（48.6%）より 0.6ポ

イント上回り、町村部では 44.9%と前年度（42.6%）から 2.3ポイント上回っている。 

なお、一般財源に臨時財政対策債発行額を加えると、歳入総額に占める割合は 49.8%となり、前

年度（49.0%）を 0.8ポイント上回る結果となった。 

歳入を自主財源（地方税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越

金及び諸収入の合計）と依存財源に分けた場合、自主財源の歳入総額に占める割合は 43.9%となり、

前年度（43.3%）よりも 0.6ポイント上回っている。これを市部及び町村部に分けてみると、市部で

は 46.4%と前年度（45.5%）を 0.9ポイント上回り、町村部では、自主財源が 38.8%と前年度（38.9%）

よりも 0.1ポイント下回っている。その理由としては、繰入金及び地方税の増加、県支出金である

普通建設事業費支出金の減少によるものと考えられる。 

なお、一般財源と特定財源、自主財源と依存財源の分別は第４表及び第４図のとおりである。 

 

 



 

6 

４ 歳出 

  歳出総額は 1 兆 1,099 億 3,498 万 3 千円で、前年度（1 兆 1,235 億 6,395 万 1 千円）に比べて 136

億 2,896万 8千円、1.2%の減少となり、増減率は前年度（3.6%減）より 2.4ポイント上回った。 

（１）性質別歳出の状況 

歳出のうち、義務的経費（人件費、扶助費及び公債費の合計）は、3,756 億 1,459 万 9 千円で、

前年度（3,529 億 2,510 万 6 千円）と比べると 226 億 8,949 万 3 千円、6.4%増加しており、前年度

の増減率（0.8%減）を 7.2 ポイント上回った。その内訳をみると、扶助費で前年度比 12.1%増、公

債費で前年度比 5.9%増、人件費で前年度比 0.7%増となっている。 

なお、義務的経費の歳出総額に占める割合は 33.8%となり、前年度（31.4%）を 2.4ポイント上回

った。 

投資的経費（普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費の合計）は 2,077億 7,709万

4千円で、前年度（2,232億 6,104万 2千円）に比べると 154億 8,394万 8千円、6.9%減となってい

る。これは、前年度に比べて普通建設事業費が 14.1%減（282億 9,145万 3千円の減）、災害復旧事

業費が 57.6%増（128億 750万 5千円の増）となったためである。 

なお、投資的経費の歳出総額に占める割合は 18.7%と前年度（19.9%）を 1.2ポイント下回り、前

年度に引き続き義務的経費の構成比（33.8%）を下回っている。 

義務的経費及び投資的経費を除くその他の経費では、区分順に、物件費が 1,904億 1,395万 6千

円で前年度（1,958 億 8,108 万 1 千円）に比べると 54 億 6,712 万 5 千円の 2.8%減、維持補修費が

156億 8,557万 8千円で前年度（154億 8,721万 1千円）に比べると 1億 9,836万 7千円の 1.3%増、

補助費等が 1,257 億 9,234 万 7 千円で前年度（1,258 億 2,845 万 9千円）に比べると 3,611 万 2 千

円の同程度、積立金が 892億 7,561万 1千円で前年度（1,040億 7,011万円）に比べると 147億 9,449

万 9千円の 14.2%減で、投資及び出資金が 47億 798万 1千円で前年度（49億 34万 4千円）と比べ

ると 1億 9,236万 3千円の 3.9%減、貸付金が 122億 3,645万 4千円で前年度（118億 7,336万円）

に比べると 3 億 6,309 万 4 千円の 3.1%増、繰出金が 884 億 3,136 万 3 千円で前年度（893 億 3,723

万 8千円）に比べると 9億 587万 5千円の 1.0%減、前年度繰上充用金は前年度同様 0円となってい

る。 

なお、性質別歳出決算額構成比の状況は第５図、義務的経費及び投資的経費の状況は第５表及び

第６図のとおりである。 

 

 ア 人件費 

人件費の決算額は、1,322億 5,109万 2千円で、前年度（1,313億 9,306万 5千円）に比べると 8

億 5,802万 7千円増で 0.7%増となっている。また、歳出総額に占める人件費の割合は 11.9%と前年

度（11.7%）よりも 0.2ポイント上回っている。 

人件費の内訳は、職員給が 898億 5,367万 1千円（人件費に占める割合は 67.9%）、地方公務員共

済組合等負担金が 194億 8,681万 3千円（同 14.7%）、退職金が 107億 6,584万 6千円（同 8.1%）等

となっている。 

 

 イ 扶助費 

扶助費の決算額は 1,585億 4,537万 9千円で、前年度（1,414億 4,864万 4千円）と比べると 12.1%

の増となり、前年度（0.6%減）を 12.7ポイント上回った。 
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扶助費の 96.2%は民生費が占めているが、その内訳は児童福祉費が 775 億 2,236 万円（扶助費に

占める割合は 48.9%）、社会福祉費が 377億 1,762万 2千円（同 23.8%）、生活保護費が 239億 8,567

万 6千円（同 15.1%）と、この３科目で扶助費全体の 87.8%となっている。 

また、災害救助費が 103億 4,488万 2千円（同 6.5%）となり、前年度（2億 2,011万 6千円）と

比べると 101億 2,476万 6千円、4599.7%増となっている。 

 

 ウ 公債費 

公債費の決算額は 848億 1,812万 8千円で、前年度（800億 8,339万 7千円）に比べると 47億 3,473

万 1千円、5.9%増となっており、前年度（2.4%減）の増減率を 8.3ポイント上回っている。 

公債費の歳出総額に占める割合は、7.6%と前年度（7.1%）を 0.5ポイント上回っている。 

公債費の内訳は、地方債元金償還金が 848億 1,649万 4千円（公債費に占める割合は 99.9%） 

となっている。 

 

 エ 普通建設事業費と災害復旧事業費 

普通建設事業費の決算額は 1,727 億 3,914 万 6 千円で、前年度（2,010 億 3,059 万 9 千円）と比

べると 282億 9,145万 3千円、14.1%の減となっている。 

また、普通建設事業費の歳出総額に占める割合は 15.6%と前年度（17.9%）と比べ 2.3ポイント下

回っている。このうち補助事業費は 1,014 億 2,035 万円で、前年度（1,182 億 2,596 万 8 千円）と

比べると 168億 561万 8千円、14.2%減少し、単独事業は 675億 5,986万 1千円で、前年度（785億

9,913万 9千円）と比べると 110億 3,927万 8千円、14.0%減少している。これを市部及び町村部で

分けてみると、市部では補助事業費が 24.7%減、単独事業費が 9.9%減となっている。 

また、町村部では補助事業費が 4.5%減、単独事業費が 20.9%減となっている。 

なお、普通建設事業費における補助事業費の割合は 58.7%（前年度 58.8%）、単独事業費の割合は

39.1%（前年度 39.1%）となっており、8年連続で補助事業費が単独事業費を上回っている。 

災害復旧事業費の決算額は、350億 3,794万 8千円で、前年度（222億 3,044万 3千円）と比べる

と 128億 750万 5千円、57.6%増加しており、市部で 66.4%増、町村部では 31.4%増となっている。 

増加した主な理由としては、令和元年度台風対応によるものである。 

 

オ その他の経費 

物件費は 2.8%減（前年度 13.5%減）となっており、内訳では賃金が 1.0%減、旅費が 8.6%減、交際

費が 13.8%減、需用費が増減無し、役務費が 7.0%増、備品購入費が 13.1%減、委託料が 3.7%減とな

っている。 

また、補助費等は増減無し（前年度 10.2%増）、積立金は 14.2%減（前々年度 12.3%増（前年度増

減無し））、投資及び出資金は 3.9%減（前年度 10.3%減）、繰出金は 1.0%減（前年度 0.6%減）となっ

ている。 

なお、義務的経費及び投資的経費を除いたその他の経費の増減率は 3.8%減となっており、前年 

度（4.1%減）を 0.3ポイント上回っている。また、歳出総額に占める割合は 47.4%で、前年度（48.7%） 

を 1.3ポイント下回っている。 
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（２）目的別歳出の状況 

   歳出の主な目的別内訳をみると、構成比の高い順から、 

   民生費 3,216億3,117万円 

   総務費 2,059億6,844万3千円 

土木費 1,133億3,828万円 

教育費 1,054億4,674万6千円 

公債費  848億2,197万1千円 

衛生費  749億1,214万4千円 

 

（構成比 29.0%、対前年度増減率    2.0%） 

（構成比 18.6%、対前年度増減率 ▲ 4.0%） 

（構成比 10.2%、対前年度増減率 ▲ 9.2%） 

（構成比  9.5%、対前年度増減率    1.4%） 

（構成比  7.6%、対前年度増減率    5.9%） 

（構成比  6.8%、対前年度増減率 ▲ 8.7%） 

 

であり、民生費が前年度に引き続きトップとなった。 

民生費については、幼児保育・保育の無償化等により増となっている。 

また、土木費については、復興に係る土地区画整備事業の終了等により減となっている。 

一方、総務費については、福島再生加速交付金基金など復興関連基金への積立が減少したことに

より減となっている。 

なお、目的別歳出決算額構成比の状況は、第７図のとおりである。 

  

（３）財政指標（経常収支比率等） 

財政構造の弾力性を示す指標とされている経常収支比率（減収補塡債特例分及び臨時財政対策債

を地方税収入などと同様に経常的な一般財源等とする。）は 90.0%となり、前年度（88.9%）を 0.1

ポイント上回った。 

また、減収補塡債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた場合の経常収支比率は

94.5%となり、前年度（94.3%）を 0.2ポイント上回った。その内訳（構成比）をみると、人件費分

24.3%（前年度 24.6%）、物件費分 17.6%（前年度 17.4%）、公債費分 15.6%（前年度 15.8%）となって

いる。 

公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標である実質公債費比率は 6.4%で、前年度（6.5%)

を 0.1ポイント下回っている。 

なお、地方債の発行に際し、知事の許可が必要となる実質公債費比率が 18%以上の団体は無い。 

その他、地方債現在高倍率（地方債現在高の標準財政規模に対する割合）は 159.8%で、前年度

（159.5%）を 0.3ポイント上回っている。 

また、積立金現在高比率（積立金現在高の標準財政規模に対する割合）は 109.1%で、前年度

（116.1%）を 7.0ポイント下回っている。 

主な財政指標の傾向をみると、経常収支比率（減収補塡債特例分（平成 18年度までは減税補塡債）、

臨時税収補塡債及び臨時財政対策債を一般財源に含む）については、やや悪化したものの、実質公

債費比率については、平成 20年度以降 12年連続改善されている。 

なお、経常収支比率及び実質公債費比率の推移は第６表のとおりである。 

    ※１ 平成 13年度決算から経常収支比率の算出方法が変わり、分母の経常一般財源等に「減収補塡

債特例分（平成 18年度までは減税補塡債）」及び「臨時財政対策債」を加えている。併せて「減

収補塡債特例分（平成 18年度までは減税補塡債）」及び「臨時財政対策債」を経常一般財源等か

ら除いた経常収支比率も算出している。 

  ※２ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による健全化判断比率の考え方との整合性をとる
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ため、標準財政規模には平成 19年度決算統計から臨時財政対策債発行可能額を加えた数値として

いる。 

 

５ 将来にわたる財政負担 

（１）地方債現在高 

令和元度末の地方債現在高は 8,172 億 6,051 万 2 千円で、前年度末現在高（8,171 億 6,652 万 7

千円）よりも 9,398万 5千円、ほぼ同程度となっている。令和元年度に新たに借り入れた金額は 806

億 4,627万 7千円（前年度 779億 4,694万 8千円）で 3.5%増となっており、令和元年度に償還した

元利償還額は 848億 1,649万 4千円（前年度 800億 8,156万 7千円）で 5.9%増となっている。 

地方債現在高の増加額をみると、災害復旧事業債が 78億 7,578万 1千円増と最も大きく、続いて

緊急防災減災事業債が 51億 4,274万 3千円増、学校教育施設等整備事業債が 43億 2,637万 4千円

増などとなっている。 

地方債現在高の増加率を見ると、災害復旧事業債が 206.2%増、公共施設等適正管理推進事業債が

199.5％増などとなっている。 

また、地方債現在高の構成比をみると、臨時財政対策債が 42.9%と最も大きく、次に一般単独事

業債が 25.2%、旧市町村合併特例事業債が 13.5%、過疎対策事業債が 7.6%と続いている。 

  

（２）債務負担行為額 

債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額は 851億 2,828万 6千円で、前年度（944億 9,734

万円）と比べると、93億 6,905万 4千円、9.9%減少している。 

目的別にみると、物件の購入等に係るものが 167 億 4,358 万 6 千円（構成比 19.7%）、債務保証、

損失補償に係るものが 2億 801万円（同 0.2%）、その他が 681億 7,669万円（同 80.1%）となってい

る。 

 

（３）積立金現在高 

令和元年度末の積立金現在高は 5,582億 1,892万 9千円で、前年度末（5,946億 3,144万 7千円）

と比べると、364億 1,251万 8千円、6.1%減少している。その内訳をみると、年度間の財源調整を

行うために積み立てる財政調整基金が 1,296億 6,454万 2千円（構成比 23.2%）で、前年度末（1,390

億 1,564万 1千円）と比べると、93億 5,109万 9千円、6.7%の減少、将来の地方債の償還に充てる

ために積み立てる減債基金が 339億 6,007万 3千円（構成比 6.1%）で、前年度末（359億 3,810万

2千円）と比べると、19億 7,802万 9千円、5.5%の減少、公共施設建設等の特定目的に充てるため

に積み立てるその他の特定目的基金が 3,945億 9,431万 4千円（構成比 70.7%）で、前年度末（4,196

億 7,770万 4千円）と比べると、250億 8,339万円、6.0%の減少となっている。 

 

（４）将来にわたる財政負担 

地方債現在高に債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額を加えた額を標準財政規模で除した

割合（債務比率）は、前年度（178.0%）を 1.6ポイント下回る 176.4%となっている。 

一方、地方債現在高に債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額を加え、積立金現在高を差し

引いた実質的な県内市町村の将来の財政負担は、令和元年度末で 3,441億 6,986万 9千円、前年度

末（3,170億 3,687万 8千円）と比べると 271億 3,299万 1千円、8.6%増加している。 
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なお、この額は令和元年度歳入総額の 29.0%に相当し、前年度（26.7%）より 2.3ポイント上回っ

ている。 

 

６ むすび 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故からの復旧・復興事業が進んでいく一方で令和元年度

の県内市町村の財政状況（普通会計）は依然として厳しい状況にある。その一方で、住民に最も身近

で総合的な行政サービスを提供する地方公共団体である市町村の果たすべき役割はますます増大して

きており、地方公共団体はこれまで以上に地域の個性や魅力を生かした特色ある地域づくりを自主

的・主体的に進めていくことが求められている。 

こうした中、地方行政が住民の負託に十分に応えるためには、 

 

 ① 地方税等自主財源の充実確保に努めるとともに、分担金、負担金、使用料、手数料の受益者負担  

の適正化を図る等、長期的かつ安定的な財源の確保を図ること。 

 

 ② 事務事業の積極的な見直しを実施し、行財政の簡素合理化と経費の節減に努め、行政運営の効率  

化を図ること。 

 

 ③ 各種事業の実施に当たっては、中長期的な視点に立ち、市町村振興計画や財政計画等に基づいて  

計画的な執行に努めること。 

 

 ④ 少子・高齢化、国際化、情報化等社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や住民の多様な  

ニーズに即応した施策を総合的・機能的に展開できるよう組織・機構の見直しを図ること。 

 

 ⑤ 財政構造が悪化している又は悪化の兆しのある団体については、財政の健全化に向けた計画の策

定・見直しを行うなど、公営企業や第三セクター等を含めた財政構造の早期健全化を図り、新たな

地方債借入や債務負担行為の設定を抑制すること。 

 

また、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率等が公表されるこ

とに加え、早期健全化基準等を超える団体は、財政健全化計画等の策定が義務づけられるなど、これ

まで以上に財政情報の透明化を図ることが求められており、行財政改革の着実な実行と適切なフォロ

ーによる歳入確保・歳出削減の努力が引き続き必要である。 

さらに、「統一的な基準」による財務書類の整備により、分かりやすい財政情報の開示も求められ

るとともに、財政運営にあたっては一般会計や公営事業会計のほか、一部事務組合、土地開発公社及

び第三セクターなどの財政状況を的確に把握し、将来にわたる健全な財政運営を総合的に予見・分析

していくことが望まれる。 


